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歳入局長通達第457号の施行：源泉徴収税代理
業務をすべて電子プラットフォームへ移行

概要

タイ歳入局による従来の規則では、ある会社が源泉徴収義務者の代理人として源泉税申告書の提出および納付を行

う場合、源泉徴収義務者は代理人を指定するための契約書を作成する必要がありました。さらに、当該会社は歳入局

のガイドラインに従って源泉徴収票を発行し、PND53を提出する必要がありました。

しかし、歳入局長通達第457号（Director-General Notification、以下「DGN457」）の発行により、歳入局は源泉税申

告の代理手続きを電子化するために、代理人の任命契約を電子的に締結し、印紙税を電子的に納付することを義務

付けました。複数の源泉徴収義務者を受け持つ源泉税申告の代理人は、歳入局の電子申告システムを通じて承認を

申請し、条件に同意する必要があります。

詳細

2025 年 4 月 11 日、複数の源泉徴収義務者から委任された指定代理人による源泉税納付に関するDGN457 が発行

されました。

源泉税申告の代理人を指定する場合は、書面による契約が必要です。当該契約では、代理人を権限を有する代理人

として指定し、源泉徴収税の電子申告および納付する権限を付与し、任命期間を明示する必要があります。さらに、印

紙税は電子的に貼付され、契約書および関連書類は税務調査に備えて保管されなければなりません。

複数の源泉徴収義務者を受け持つ代理人は、歳入局の電子申告システム、WHTソフトウェアコンポーネント （SWC）

システム、またはWHTサービスシステム（SVS）を通じて承認を申請し、条件に同意する必要があります。WHT代理人

がPND53を電子申告する際、DGN 457に規定された条件を遵守する必要があります。

この規則が施行される前に承認された源泉税申告の代理人で、当該契約が施行後に終了する場合、これらの代理人

は新しい規則に基づいて承認されたものとみなされ、すべての条件に準拠する必要があります。

この規則は、2025 年 7 月 1 日以降の所得の支払いに適用されます。

PwCの見解

会社が源泉税申告の代理人である場合、または他の当事者をその役割に指定する場合でも、新たに代理人の任命手

続きをしなければなりません。本通達に記載されている規則に従い、代理人は、歳入局の電子申告システムを通じて

指定され、定められた条件に従う必要があります。
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